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私たち「支援付き住宅推進会議」は，2009 年 3 月に起きた静養ホームたまゆらの火災

事件をきっかけに，このような悲劇を二度と繰り返さないよう，「いま居る住まいを支援

付きに」するための実践と研究を積み重ねてきました。平成 23 年度は、厚生労働省社会

福祉推進事業「重層的な生活課題（「四重苦」）を抱える人の地域生活を支える〈居場所〉

と〈互助〉機能の研究」（以下、23 年度研究）を実施し、多様化する生活困窮者・生活保

護受給者の支援ニーズに対し，地域の互助（支え合い）を活かしながら，一人ひとりに合

わせて「住まい」「日常生活支援」「保健医療福祉」を提供することによって，生活困窮者・

生活保護受給者を包括的に支援しうることを明らかにしました。この研究成果をもとに，

本年 6 月 10 日の「支援付き住宅推進会議」において討議し，合意の得られたところを要

望としてまとめたので、報告します。 

 

【要望】生活困窮者・生活保護受給者を包括的に支援する地域づくりのためには、日

常生活支援を基盤に，一人ひとりに適した多様な住まいと社会サービスを，総合的に

コーディネートしていく必要がある。下記の四点を柱に包括支援のモデル事業を実施

し，その仕組みの分析と効果の検証を行うとともに，将来的な法制化を含めた横断的

な協議の場を設定していただきたい。 



 

（１） 生活保護の手前の支援〔厚労省社会・援護局宛て〕 

23 年度研究によって，安定した住居を持たない生活困窮者を一時的に受け入れる宿泊

施設（シェルター）の必要性と，その自立支援効果が明らかになった。これを拡大し，恒

常的に行うために，居住確保や生活支援の提供に関する費用を補助する仕組みを実現して

いただきたい。 

 

（２） 既存の住宅ストックの活用によるグループ居住の実現〔厚労省社会・援護局，老

健局，国交省住宅局宛て〕 

生活困窮者・生活保護受給者の中でもかなりの部分を占める高齢者や要介護者・障がい

者（以下、高齢困窮者等という）を含めて支援するためには，住まいの確保を大前提とし

た上での，日常生活支援と保健医療福祉の一体的な提供が求められる。 

住まいに関しては，高齢困窮者等への住宅提供を公的制度で保障することとともに，友

人や知人と支え合いながら暮らせるグループ居住のニーズがある。そこで，既存の戸建て，

ファミリータイプのマンション，公営住宅を活用したグループ居住が実現するよう，諸制

度の弾力的な運用を進めていただきたい。 

 

（３） 日常生活支援の制度化〔厚労省社会・援護局，老健局宛て〕 

NPO 法人ふるさとの会は，住所不定の失業者，就労阻害要因を抱える生活困窮者・生

活保護受給者の自立支援に取り組んでいるが，高齢困窮者等の介護など，多様な支援ニー

ズが発生しており，生活困窮者・生活保護受給者を地域で包括的に支援する体制づくりの

さまざまな課題を経験している。特に退院後の回復期の在宅生活や看取りの問題に対応す

るには，24 時間の日常生活支援が必要である。日常生活支援は社会サービスを導入する

基盤の支援でもあるので、是非とも制度化を実現していただきたい。 

 

（４） 多様な就労機会の確保に向けた雇用施策の充実〔厚労省社会・援護局宛て〕 

ふるさとの会では、日常生活支援の担い手として 93 名の生活困窮者・生活保護受給者

を雇用している（就労を支援しながらの雇用を「ケア付き就労」という）。このような雇

用をさらに拡大し、研修コスト等を確保するためにも、日常生活支援に取り組む事業者が

「ケア付き就労」を拡大するインセンティブになるような雇用政策の充実を図っていただ



きたい。 

 

（補説）生活困窮者・生活保護受給者に対する健康と福祉・介護ニーズの調査の必要 

なお，平成 23 年度研究の結果，生活困窮者・生活保護受給者は，性・年齢、心身の健

康，福祉・介護ニーズにおいてきわめて多様かつ生活上の障害を抱えた集団であることが

確認された。これらの者の自立支援に当たっては，この要望の実現と並行して，生活困窮

者・生活保護受給者を対象とした、健康と福祉・介護ニーズの体系的な実態調査研究を行

うことが望まれる。 

 

（５）「生活支援戦略」に関する要望〔厚労省社会・援護局宛て〕 

7 月 5 日付で厚労省から提示された「生活支援戦略」（中間まとめ）は，3 つの基本的視

点のもとに，生活困窮者支援体系の確立に向けて７つの事項について検討を進める「改革

の方向性」を示しているが，高齢困窮者等を含めて支援するためには，上記のようにさま

ざまな社会資源を創出しなければ，真の解決にはならない。「生活支援戦略」の具体化に

当たっては，社会資源の創出に関わってきた先駆的実践を尊重し，各地の支援拠点が必要

な人に必要なサービスを提供できるよう，実効ある体制づくりを要望する。 

 

（おわりに）生活困窮者・生活保護受給者を包括的に支援する地域づくり 

高齢困窮者等への住宅提供と日常生活支援を公的制度で保障するとともに、若年困窮者

等が高齢困窮者等の日常生活支援を行うための職業訓練と就労上のケアを一体的に施す

ことを通じて、高齢者、若年の失業者、母子世帯、障がい者等に対する第 2 のセーフティ

ネットが包括的に確立されると考えます。このような公助を基盤とした新しい互助の仕組

みを確立することによってコミュニティが活性化されれば，コミニティそのものもセーフ

ティネットになり，生活困窮者・生活保護受給者をよりよく支援することができるように

なると考えます。 

以上 


